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町からのお知らせ

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎０９５２－６４－８４７６

ご存じですか？

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用されているお薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えら
れた場合に、お薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを「ジェネリック医薬品に関す
るお知らせ」として送付しています。
▽対象
　　令和元年１０月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、１ヶ月あたりの自己負担
　額の軽減が一定額以上見込まれる方が対象となります。（※必ずしも全員の方に届くわけではありません。）
▽通知の記載内容について
　１．お薬にかかった金額（実際の窓口でのお支払いには、技術料・管理料等の別費用が含まれていることがあります。）
　２．ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる可能性があることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。
▽ジェネリック医薬品とは？
　　ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・販売された医薬品です。国の厳しい
　審査基準を満たし、先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医薬品ですが、まったく同一というわけでは
　ありません。ジェネリック医薬品を希望される場合は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
▽ジェネリック医薬品の使用メリットは？
　　ジェネリック医薬品は、医療の質を落とさずに個人の負担を軽くすることができ、家計をサポートします。また、
　ジェネリック医薬品の使用は、一人ひとりの保険料の負担軽減と優れた医療保険制度を次の世代に引き継いでいく
　ことにつながります。
▽通知はがきに関する問合せ
　　通知ハガキに関するお問い合わせ専用窓口「国民健康保険中央会コールセンター」を設けています。
　通知ハガキ裏面にコールセンターのフリーダイヤルを記載していますので、ご利用ください。

確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認書の申請について
問 福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４

おむつに係る費用の医療費控除

　確定申告において、寝たきり状態にあること、治療おむつの使用が必要であることについて医師が発行した証
明書によりおむつ代が医療費控除の対象として認められますが、おむつ代について医療費控除を受けるのが２年
目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても次の条件を満たす場合、おむつ代が
医療費控除の対象として認められる場合があります。
▽対象者
　おむつ代について医療費控除を受けるのが２年目以降である方
　　要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類、又は主治医意見書の写しにより、寝たきり状態に
　あること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できる方
　※本人又は本人を扶養している方が申請できます。
▽申請方法
　　申請対象の方には、１月下旬に申請書を郵送していますので、確定申告前に申請書を福祉課高齢福祉係
　まで提出してください。申請の際、郵送された申請書と印鑑をお持ちください。介護認定変更・更新申請中の
　方や不明な点がある方は個別にお問い合わせください。
　※確定申告以外にこの証明書の使用はできません。



13 2020.2.1

町からのお知らせ

令和２年４月採用 基山町臨時的任用職員募集
問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

【一般事務・管理栄養士】

　町では正規職員の育児休業等により欠員が生じ、代替職員が必要な場合に、期限付きで任用し、正規職員と同
様の業務に従事する臨時的任用職員を募集します。
▽登録予定人数　一般事務…若干名、管理栄養士…若干名
▽採用について
一定の基準を満たした受験者を合格とし、採用候補者名簿に登録します。臨時的任用の必要が生じた際に、登録者
の中から採用します。採用候補者名簿登録の有効期間は、令和２年４月１日から１年とします。

▽任用期間
　令和 2 年 4 月1日から 6 か月（一般事務、管理栄養士ともに任用期間は更新する場合があります）
▽申込書の請求方法
申込書・採用試験実施要綱は、総務企画課行政係で交付します。郵便請求の場合は、封筒の表に『臨時的任用職
員採用試験申込書請求』と朱書きし、宛名を明記した定型の返信用封筒（Ａ４サイズの入る大きさ）に、１２０円切
手を必ず貼って同封してください。
▽申込書の提出方法
申込書に必要事項を記入し、写真欄に申し込み６か月以内に撮影した本人の写真を貼って、総務企画課行政係までご提出く
ださい。郵送で申込みの場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用申込み』と朱書きし、必ず書留郵便でお送りください。
▽受付期間
２月３日（月）～18 日（火）（土・日曜日・祝日を除く）※郵送の場合は、２月18 日（火）必着
▽試験について
日時　３月上旬　午前８時 30 分開始予定
場所　役場３階会議室予定　※日時、場所等については変更になる場合があります。受験者に直接ご連絡します。
内容　面接試験、作文試験、適性検査、パソコン操作試験
基山町ホームページ（http://www.town.kiyama.lg.jp/）で要綱等をご覧いただけます。

募集
職種

採用予定
人員 受験資格 勤務日数・時間 賃金 勤務先

一般
事務

１名
パソコン（ワープロ及び
表計算ソフト）の操作が
できる方（学歴不問）

午前 8 時 30 分～
　　　　 午後５時 15 分

（休憩は正午から午後１時まで）
※年次有給休暇等の諸休暇が
あります。

月額１４6,１００円を基準に経歴により、この額
以上になることがあります。（上限は、月額１８8，
700 円）※この他に期末勤勉手当、時間外勤務手当、
該当者には、通勤手当、住居手当、退職手当等の
諸手当を支給。
※健康保険法、厚生年金保険法の被保険者になります。

基山町
役場管理

栄養士
１名 管理栄養士資格を

所有する方

農業者年金について
問 農業委員会事務局　☎９２－７９４５

農家のための年金！

　農家のみなさん、老後の備えは十分ですか？農業者年金は、あなたの老後をサポートします。
▽加入資格
　・６０歳未満であること　　　　　　　　・年間６０日以上農業に従事していること
　・国民年金第１号被保険者であること




